
令 和 ７ 年 度 初 任 者 研 修 資 料 （ 窓 口 事 例 編 ）

法定受託事務と協力・連携事務
［ 窓 口 事 例 編 ］

市町村年金事務初任者向け



目次 （国民年金の協力・連携事務）

１ 国民年金被保険者関係届書の提出

２ 免除申請の手続き

3 学生納付特例申請の手続き

4-1 未支給年金・未支払給付金請求書、死亡届の提出（老齢）

4-2 未支給年金・未支払給付金請求書、死亡届の提出（障害）

5 老齢年金請求の手続き

6 基礎年金番号通知書再交付申請の手続き

7 窓口装置を用いた制度周知、来訪相談
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1 国 民 年 金 被 保 険 者 関 係 届 書 の 提 出
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B
さ
ん

来
庁
者

退職後の年金の手続きしたい。
でも、保険料を安くしたい！

便利な前納制度をどうぞ！ A
さ
ん

国
民
年
金
窓
口

① 種別変更届 記入(住所・氏名・基礎年金番号) ① 手続きの説明、届書の記載方法の説明

② 付加保険料について ② 付加保険料の説明

③ 納付方法について ③ 各種納付方法の案内

④ クレジットカードでの納付、前納申出 ④ 前納の案内

⑤ 将来の年金額について ⑤ 年金額の説明

⑥ クレジットカード納付申出書の提出

（申出書を後日年金事務所へ提出）

⑥ 納付申出書の手交

（市町村のゴム印を押した納付申出書）

1 国民年金被保険者関係届書の提出

Ｂさんは退職し、年金の手続きが何か必要と思い、市役所を訪ねて来た。

上記の①～⑥のやり取りが法定受託事務になるのか？
それとも、協力・連携事務になるのか？考えてみましょう。
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窓 口 対 応 の 一 連 の 流 れ
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1 国民年金被保険者関係届書の提出

こんにちは、本日はどのような

ご用件でいらっしゃいましたか？

勤めていた会社を辞めたのですが、

何か手続きが必要でしょうか？

・
・
・

（必要な手続きの説明）
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1 国民年金被保険者関係届書の提出

それでは、こちらの国民年金被保険者
関係届書に記入をお願いします。

・
・
・

（届書の記載）
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1 国民年金被保険者関係届書の提出

付加保険料とは何ですか？

国民年金の定額保険料に
月額400円を上乗せして・・・

（付加保険料の説明）

付加保険料を申し込みたいと思います。

（届書記載終了、Aさんが届書内容の確認をする）
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1 国民年金被保険者関係届書の提出

保険料はどのように支払うのですか？

保険料の納付方法は、毎月、納付書でお支払い
いただくほか、口座振替やクレジットカードに
よる納付もできます。

（各種納付方法の説明）

クレジットカードで納付したいと思います。

クレジットカードでの納付の場合、
こちらの申出書を記入して、
年金事務所へ提出してください。

（申出書の記載）
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1 国民年金被保険者関係届書の提出

ちなみに、保険料をまとめて前払いする

こともでき、前払いすることで

割引が適用されるので・・・

（前納の説明）

前払いができるのですね。

では、２年分を前払いしたいと思います。

２年前納する場合、

こちらに〇をしてください。

（申出書記載終了）
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1 国民年金被保険者関係届書の提出

ちなみに、この２年分を前納すると
将来もらえる年金額が
どれくらい変わりますか？

そうですね、現在の見込みですと・・・

（年金額についての説明）

（窓口対応終了）

後日、Bさんは、管轄の年金事務所に

クレジットカード納付申出書を

提出しました。
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シ ー ン 毎 事 務 区 分 の 整 理
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事務の内容

厚生年金から国民年金への種別変更の際、

必要な手続きについて説明

備考

国民年金市町村事務処理基準第６条

事務の区分

法定受託事務

厚生年金から国民年金への種別変更の際、必要な手続きについて
説明していただいているかと思いますが、これは法定受託事務に該当します。

1 国民年金被保険者関係届書の提出（シーン毎事務区分の整理）
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事務の内容

国民年金被保険者関係届書の記入方法についての説明

備考

国民年金市町村事務処理基準第6条

事務の区分

法定受託事務

国民年金被保険者関係届書の記入方法についての説明も法定受託事務に該当します。

1 国民年金被保険者関係届書の提出（シーン毎事務区分の整理）
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事務の内容

付加保険料の申出書の受付

付加保険料の説明

備考

国民年金市町村事務処理基準第26条

事務の区分

法定受託事務

付加保険料の申出書の受付や説明は法定受託事務に該当します。

1 国民年金被保険者関係届書の提出（シーン毎事務区分の整理）
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事務の内容

各種納付方法について説明

備考

資格取得時等における口座振替、
クレジットカード納付及び前納の促進 
「納付督励件数」に該当します。

事務の区分

協力・連携事務

各種納付方法についての案内は協力・連携事務に該当します。

1 国民年金被保険者関係届書の提出（シーン毎事務区分の整理）
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事務の内容

前納について説明

備考

資格取得時等における口座振替、
クレジットカード納付及び前納の促進 
「納付督励件数」に該当します。

※納付方法と前納の案内を同時に行った場合でも
 「納付督励件数」は合わせて１件の計上となります。

事務の区分

協力・連携事務

1 国民年金被保険者関係届書の提出（シーン毎事務区分の整理）

17

前納についての説明は協力・連携事務に該当します。ただし、
支払い方法の案内と合わせて「納付督励１件」として計上できます。



事務の内容

年金額の説明

納付申請書の提出

備考

年金額の説明は、市町村において行われる業務や年金制度
の周知に関する相談「来訪相談件数」に該当します。

納付申請書の提出は、資格取得時等における口座振替、
クレジットカード納付及び前納の促進 「クレジットカード
納付申出件数」、「前納申出件数」にそれぞれ該当します。

事務の区分

協力・連携事務

1 国民年金被保険者関係届書の提出（シーン毎事務区分の整理）

18

Bさんが年金事務所へ提出したクレジットカード納付申出書は、その後、年金事務所で確認され、
市町村へ「クレジットカード納付申出件数」、「前納件数」として報告されます。



1 国民年金被保険者関係届書の提出（シーン毎事務区分の整理）

19

法 定 受 託 事 務 以 外 の 各 種 申 請 書 及 び 届 書 等 の 回 送 に も 件 数 計 上 が 可 能 。

来庁者 年金
事務所等

市町村
（国年窓口）

来庁者 市町村
（国年窓口）

①資格取得届等の申請

②納付督励の上、
各種納付申出書を交付

③市町村で交付された各種納付
 申出書を年金事務所等へ提出

④件数の報告
（毎月○日 又は 毎年１月 等）

来庁者 市町村
（国年窓口）

年金
事務所等

市町村
（国年窓口）

③市町村へ提出 ④年金事務所等
 へ回送

⑤件数の報告
（毎年１月 等）

手続きから件数報告の流れ

Bさんが納付申出書を市町村へ提出し、年金事務所へ回送をした場合は、協力・連携事務として
「法定受託事務以外の各種申請書及び届書等の回送」にも計上できます

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 納 付 申 出 件 数 、 前 納 件 数 と し て 件 数 計 上 が 可 能 。



事 務 区 分 の 整 理 （ ま と め ）
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1 国民年金被保険者関係届書の提出（事務区分の整理（まとめ））

事務内容 説明 備考 事務の区分け

①
手続きの説明
届書の記載方法の説明

第１号被保険者の資格取得に係る制度説明及び国民年金被保険者関係届書の

記入についての説明は法定受託事務に該当します。

国民年金
市町村事務処理基準
第６条

法定受託事務

② 付加保険料の説明 付加保険料の制度についての説明は法定受託事務に該当します。
国民年金
市町村事務処理基準
第2６条

③ 各種納付方法の案内 資格取得時等における口座振替、クレジットカード納付及び前納の促進
「納付督励件数」に該当します。

※納付方法と前納の案内を同時に行った場合でも「納付督励件数」は
 合わせて１件の計上となります。

協力・連携編スライド

P5～P15

協力・連携事務

④ 前納の案内

⑤ 年金額の説明
市町村において行われる業務や年金制度の周知に関する相談
「来訪相談件数」に該当します。

協力・連携編スライド

P28～P32

⑥

納付申出書の提出
（来庁者が年金事務所へ提出した場合）

資格取得時等における口座振替、クレジットカード納付及び前納の促進
「クレジットカード納付申出件数」、「前納申出件数」にそれぞれ該当します。

協力・連携編スライド

P5～P15

納付申出書の提出
（市町村が年金事務所へ回送した場合）

来庁者が納付申出書を市町村へ提出、その後、市町村が納付申出書を回送した場合
「法定受託事務以外の各種申請書及び届書等の回送」にも該当します。

協力・連携編スライド

P8、P38
21



２ 免 除 申 請 の 手 続 き
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C
さ
ん

来
庁
者

失業し、国民年金の納付が厳しい。
どうしたらよいものか？

免除制度をどうぞ！ A
さ
ん

国
民
年
金
窓
口

① 免除制度について ① 免除制度の案内

② 免除申請書の記載について
② 免除申請書の記載方法の説明

③ 保険料の追納について
③ 保険料追納の案内

２ 免除申請の手続き

Cさんは、失業し国民年金の納付が厳しいため、市役所を訪ねてきた。

上記の①～③のやり取りが法定受託事務になるのか？
それとも、協力・連携事務になるのか？考えてみましょう。
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窓 口 対 応 の 一 連 の 流 れ
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25

２免除申請の手続き

こんにちは、本日はどのような

ご用件でいらっしゃいましたか？

実は失業した関係で

国民年金保険料の納付が厳しいのです。

免除制度があると聞いたので、

手続きをしたいのですが・・・

分かりました。では免除制度の

内容をご説明させていただきますね。

お願いします。



26

２免除申請の手続き

国民年金の第1号被保険者の方は、

経済的な理由などで保険料を納めることが

難しくなってしまったときに、

保険料が免除される制度を利用できます･･･

（免除制度の説明）

制度のご説明は以上になりますが、

免除申請されますか？

はい。申請します。



27

２免除申請の手続き

それでは、こちらの
国民年金保険料免除・納付猶予申請書に
記入をお願いします。

・
・
・

（申請書の記載方法の説明）

はい。できました。



２免除申請の手続き

ありがとうございます。

お預かりいたします。

他に何かご不明な点はございませんか？

免除という事は、その分の保険料は

払わなくていいということですよね？

免除された期間の保険料を納められなかっ

た場合、将来受け取る年金額が全額納付し

た場合と比べて少なくなります。

しかし、あとから保険料を納付できる

「追納」という制度があり・・・

（追納の説明）
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シ ー ン 毎 事 務 区 分 の 整 理
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30

２免除申請の手続き（シーン毎事務区分の整理）

事務内容 説明 備考 事務の区分け

免除制度の案内

免除制度についての説明は法定受託事務に該当します。

また、免除申請書の記載方法の説明についても法定受託事務に該当します。

国民年金
市町村事務処理基準
第35条

法定受託事務

免除申請書の記載方法の説明

免除制度の説明や免除申請書の記載方法についての説明は法定受託事務に該当します。



31

２免除申請の手続き（シーン毎事務区分の整理）

事務の内容

保険料追納の案内

備考

保険料の追納に関する相談は法定受託事務以外の内容につ
いての相談なので、
市町村において行われる業務や年金制度の周知に関する相
談「来訪相談件数」に該当します。

事務の区分

協力・連携事務

保険料追納についての案内は協力・連携事務に該当します。



事 務 区 分 の 整 理 （ ま と め ）
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２ 免除申請の手続き（事務区分の整理（まとめ））

事務内容 説明 備考 事務の区分け

① 免除制度の案内
免除制度についての説明は法定受託事務に該当します。

また、免除申請書の記載方法の説明についても法定受託事務に該当します。
国民年金
市町村事務処理基準
第35条

法定受託事務

② 免除申請書の記載方法の説明

③ 保険料追納の案内

保険料の追納に関する相談は法定受託事務以外の内容についての相談なので、

市町村において行われる業務や年金制度の周知に関する相談

「来訪相談件数」に該当します。

協力・連携編スライド

P28～P32 協力・連携事務

例外 各種説明の際に将来の受給額の話になると協力・連携事務に該当します。

（協力・連携編スライド P28～32）

免除の手続きについては、難しく考えず下記のように整理しておきましょう。

法定受託事務   → 制度の説明、免除申請書の記載方法の説明

協力・連携事務  → 免除区分毎に受給できる将来の年金額の案内
 追納の案内。
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３ 学 生 納 付 特 例 申 請 の 手 続 き
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D
さ
ん

来
庁
者

学生のため、国民年金の納付が厳しい。
どうしたらよいの？

学生納付特例制度をどうぞ！ A
さ
ん

国
民
年
金
窓
口

① 学生納付特例制度について ① 学生納付特例制度の案内 

② 申請書の記載方法について
② 申請書の記載方法の説明

③ 保険料の追納について
③ 保険料追納の案内

３ 学生納付特例申請の手続き

Dさんは、学生のため国民年金の納付が厳しく、市役所を訪ねて来た。

上記の①～③のやり取りが法定受託事務になるのか？
それとも、協力・連携事務になるのか？考えてみましょう。
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窓 口 対 応 の 一 連 の 流 れ
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37

３ 学生納付特例申請の手続き

こんにちは、本日はどのような

ご用件でいらっしゃいましたか？

学生だと国民年金保険料の納付が

猶予される制度があると聞いて来ました。

わかりました、学生納付特例制度ですね。

では制度の内容をご説明させていただきますね。

お願いします。



38

３ 学生納付特例申請の手続き

前年の所得が基準以下の学生の方は、

申請により、保険料の納付が猶予される

制度があり･･･

（学生納付特例制度の説明）

制度のご説明は以上になりますが、

申請されますか？

はい。申請します。



39

３ 学生納付特例申請の手続き

それでは、こちらの国民年金保険料
学生納付特例申請書に記入をお願いします。

・
・
・

（申請書の記載方法の説明）

はい。できました。



３ 学生納付特例申請の手続き

ありがとうございます。

お預かりいたします。

他に何かご不明な点はございませんか？

猶予された分はいつまでに

払えばいいんですか？

１０年以内であれば、遡って保険料を

納めることができます・・・

（追納の説明）
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シ ー ン 毎 事 務 区 分 の 整 理
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42

３ 学生納付特例申請の手続き（シーン毎事務区分の整理）

事務内容 説明 備考 事務の区分け

学生納付特例制度の案内

学生納付特例制度についての説明は法定受託事務に該当します。

また、申請書の記載方法の説明についても法定受託事務に該当します。

国民年金
市町村事務処理基準
第36条

法定受託事務

申請書の記載方法の説明

学生納付特例制度の説明や申請書の記載方法についての説明は法定受託事務に該当します。



３ 学生納付特例申請の手続き（シーン毎事務区分の整理）

事務の内容

保険料追納の案内

備考

保険料の追納に関する相談は法定受託事務以外の内容につ
いての相談なので、
市町村において行われる業務や年金制度の周知に関する相
談「来訪相談件数」に該当します。

事務の区分

協力・連携事務

保険料追納についての案内は協力・連携事務に該当します。
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事 務 区 分 の 整 理 （ ま と め ）
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３ 学生納付特例申請の手続き

事務内容 説明 備考 事務の区分け

① 学生納付特例制度の案内
学生納付特例制度についての説明は法定受託事務に該当します。

また、申請書の記載方法の説明についても法定受託事務に該当します。
国民年金
市町村事務処理基準
第3６条

法定受託事務

② 申請書の記載方法の説明

③ 保険料追納の案内

保険料の追納に関する相談は法定受託事務以外の内容についての相談なので、

市町村において行われる業務や年金制度の周知に関する相談

「来訪相談件数」に該当します。

協力・連携編スライド

P28～P32 協力・連携事務

例外 各種説明の際に将来の受給額の話になると協力・連携事務に該当します。

（協力・連携編スライド P28～32）

学生納付特例制度も免除申請と同じように事務の区分ができます。

法定受託事務   → 制度の説明、申請書の記載方法の説明

協力・連携事務  → 受給できる将来の年金額の案内。 追納の案内。
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4-1
未 支 給 年 金 ・ 未 支 払 給 付 金 請 求 書 、

死 亡 届 の 提 出 （ 老 齢 ）



F
さ
ん

来
庁
者

母が死亡したが、何か手続きが必要？ 未支給、未支払給付金等の各種手続が必要です。 A
さ
ん

国
民
年
金
窓
口

① 母親の死亡に関しての年金に関する手続きについて ① 未支給年金・未支払給付金請求の案内

② 未支給年金・未支払給付金の給付内容の確認について ② 未支給年金・未支払給付金の給付について

③ 未支給年金・未支払給付金請求書の申請 ③ 年金事務所への書類の回送

4-1 未支給年金・未支払給付金請求書、死亡届の提出（老齢）

3月14日。老齢基礎年金〔1150〕、遺族厚生年金（夫の死後〔1450〕、
年金生活者支援給付金（老齢）を受給していたEさんが亡くなったため、
Eさんの子のFさんは年金の手続きが何か必要と思い、市役所を訪ねて来た。

上記の①～③のやり取りが法定受託事務になるのか？
それとも、協力・連携事務になるのか？考えてみましょう。
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4-1 未支給年金・未支払給付金請求書、死亡届の提出（老齢）

給付金 年金生活者支援給付金 （老齢） 未支払給付金（老齢）

２階部分 遺族厚生年金 未支給遺族厚生年金 〔1450〕

１階部分 老齢基礎年金 未支給老齢基礎年金 〔1150〕

２月支給分（12月分,1月分）

死亡日(3/5)

4月支給分（2月分,3月分）

Eさん
 (親)

Fさん
 (子)
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窓 口 対 応 の 一 連 の 流 れ
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4-1 未支給年金・未支払給付金請求書、死亡届の提出（老齢）

こんにちは、本日はどのような

ご用件でいらっしゃいましたか？

先日母が亡くなりまして、年金の手続きが

必要かもしれないと思って来たのですが・・・

このたびはお悔やみ申し上げます。

E様は生前に年金を受け取って

おられたのですね。

年金証書はご持参いただいていますか？

持ってきました。こちらです。
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4-1 未支給年金・未支払給付金請求書、死亡届の提出（老齢）

ありがとうございます。拝見いたします。

（内容の確認）

Ｅ様は３月５日に亡くなられましたので、

３月分まで年金が支給対象となりますが、

この場合、２月、３月の２ヵ月分の年金は、

４月１５日が支払日となり、E様が受け取れず

に未払いとなっている可能性がありますので、

未支給年金・未支払給付金請求書を記入して

いただく必要があります。

分かりました。
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4-1 未支給年金・未支払給付金請求書、死亡届の提出（老齢）

ちなみに、死亡した母が受け取っていない
年金の支払いはどうなりますか？

（老齢基礎年金及び遺族厚生年金
それぞれの支払いについて説明）

（請求書作成終了）

その後、職員ＡさんはＦさんから預かった未支給

年金・未支払給付金請求書を年金事務所に回送し

ました。
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シ ー ン 毎 事 務 区 分 の 整 理
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4-1 未支給年金・未支払給付金請求書、死亡届の提出（老齢）（シーン毎事務区分の整理）

事務内容 説明 備考 事務の区分け

未支給年金・未支払給付金請求の案内
今回主として受給しているのは老齢基礎年金で未支給年金（老齢）〔1150〕は協力・連
携事務に該当します。よって、今回の相談は法定受託事務以外の内容についての相談に当
たるため、付随する未支払給付金（老齢）も協力・連携事務に該当します。

市町村において行われる業
務や年金制度の周知に関す
る相談「来訪相談件数」
（国民年金）

年金生活者支援給付金の制
度・手続に関する相談
「来訪相談件数」（年金生
活者支援給付金）

協力・連携事務

未支給年金・未支払給付金の
給付について

未支給年金・未支払給付金の給付について関する相談は法定受託事務以外の内容について
の相談に該当します。区分けについては協力・連携事務となります。

未支給年金・未支払給付金（障害・遺族・寡婦） → 法定受託事務
未支給年金・未支払給付金（老齢） → 協力・連携事務

54



4-1 未支給年金・未支払給付金請求書、死亡届の提出（老齢）（シーン毎事務区分の整理）

事務の内容

年金事務所等への書類の回送

備考

老齢基礎年金に係る未支給年金・未支払給付金請求書の

年金事務所等への回送は、法定受託事務以外の申請書等

の回送に当たるため協力・連携事務に該当します。

なお、未支給年金請求書と未支払給付金請求書は一体に

なっているため、未支給年金と未支払給付金をあわせて１

件として、国民年金分のみ協力・連携事務に計上していた

だくことになります。

事務の区分

協力・連携事務

主として受給している年金が老齢年金の場合の申請書の回送は協力・連携事務となります。
ただし、未支給年金請求書と未支払給付金請求書は一体ですので、計上できるのは国民年金分のみです。
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事 務 区 分 の 整 理 （ ま と め ）
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4-1 未支給年金・未支払給付金請求書、死亡届の提出（老齢）（事務区分の整理（まとめ））

事務内容 説明 備考 事務の区分け

①
未支給年金・未支払給付金
請求の案内

今回主として受給しているのは老齢基礎年金で未支給年金（老齢）〔1150〕は

協力・連携事務に該当します。よって、今回の相談は法定受託事務以外の内容についての

相談に当たるため、付随する未支払給付金（老齢）も協力・連携事務に該当します。

協力・連携編スライド

P28～P32 
（国民年金）

P59～P60
（年金生活者支援給付金）

協力・連携事務

②
未支給年金・未支払給付金の
給付について

未支給年金・未支払給付金の給付について関する相談は法定受託事務以外の内容についての

相談に該当します。区分けについては協力・連携事務となり、

上記の①と同じ内容になります。

③ 年金事務所等への書類の回送

老齢基礎年金に係る未支給年金・未支払給付金請求書の年金事務所等への回送は、

法定受託事務以外の申請書等の回送に当たるため協力・連携事務に該当します。

なお、未支給年金請求書と未支払給付金請求書は一体になっているため、未支給年金と未支

払給付金をあわせて１件として、国民年金分のみ協力・連携事務に計上していただくことに

なります。 協力・連携編スライド

P38
協力・連携事務
（国年分として計上）
（給付金分は計上不可）

未支給年金（老齢）
〔1150〕

市町村において行われる業務や年金制度の周知に関する相談
（国民年金）「来訪相談件数」に該当します。

未支払給付金（老齢）
年金生活者支援給付金の制度・手続に関する相談
（年金生活者支援給付金）「来訪相談件数」に該当します。

未支給年金（老齢）
〔1150〕 法定受託事務以外の各種申請書及び届書等の回送（国民年金）

に該当します。

（未支給年金と未支払給付金あわせて１件）未支払給付金（老齢）
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4-２
未 支 給 年 金 ・ 未 支 払 給 付 金 請 求 書 、

死 亡 届 の 提 出 （ 障 害 ）
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H
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者

母が死亡したが、何か手続きが必要？ 未支給、未支払給付金等の各種手続が必要です。 A
さ
ん

国
民
年
金
窓
口

① 母親の死亡に関しての年金に関する手続きについて ① 未支給年金・未支払給付金請求の案内

② 未支給年金・未支払給付金の給付内容の確認について ② 未支給年金・未支払給付金の給付について

③ 未支給年金・未支払給付金請求書の申請 ③ 年金事務所への書類の回送

4-２ 未支給年金・未支払給付金請求書、死亡届の提出（障害）

3月14日。障害基礎年金〔6350〕、遺族厚生年金（夫の死後）〔1450〕、
年金生活者支援給付金（障害）を受給していたGさんが亡くなったため、
Gさんの子のHさんは年金の手続きが何か必要と思い、市役所を訪ねて来た。

上記の①～③のやり取りが法定受託事務になるのか？
それとも、協力・連携事務になるのか？考えてみましょう。
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4-2 未支給年金・未支払給付金請求書、死亡届の提出（障害）

給付金 年金生活者支援給付金 （障害） 未支払給付金（障害）

２階部分 遺族厚生年金 未支給遺族厚生年金 〔1450〕

１階部分 障害基礎年金 未支給障害基礎年金 〔6350〕

２月支給分（12月分,1月分）

死亡日(3/5)

4月支給分（2月分,3月分）

Gさん
 (親)

Hさん
 (子)
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窓 口 対 応 の 一 連 の 流 れ
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4-2 未支給年金・未支払給付金請求書、死亡届の提出（障害）

こんにちは、本日はどのような

ご用件でいらっしゃいましたか？

先日母が亡くなりまして、年金の手続きが

必要かもしれないと思って来たのですが・・・

このたびはお悔やみ申し上げます。

G様は生前に年金を受け取って

おられたのですね。

年金証書はご持参いただいていますか？

持ってきました。こちらです。
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4-2 未支給年金・未支払給付金請求書、死亡届の提出（障害）

ありがとうございます。拝見いたします。

（内容の確認）

G様は３月５日に亡くなられましたので、

３月分まで年金が支給対象となりますが、

この場合、２月、３月の２ヵ月分の年金は、

４月１５日が支払日となり、G様が受け取れず

に未払いとなっている可能性がありますので、

未支給年金・未支払給付金請求書を記入して

いただく必要があります。

分かりました。
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4-２ 未支給年金・未支払給付金請求書、死亡届の提出（障害）

ちなみに、死亡した母が受け取っていない
年金の支払いはどうなりますか？

（障害基礎年金及び遺族厚生年金
それぞれの支払いについて説明）

（請求書作成終了）

その後、職員ＡさんはＨさんから預かった未支給

年金・未支払給付金請求書を年金事務所に回送し

ました。
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シ ー ン 毎 事 務 区 分 の 整 理
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4-2 未支給年金・未支払給付金請求書、死亡届の提出（障害）（シーン毎事務区分の整理）

事務内容 説明 備考 事務の区分け

未支給年金・未支払給付金請求の案内

今回主として受給しているのは障害基礎年金で未支給年金（障害）〔6350〕は

法定受託事務に該当します。よって、今回の相談は法定受託事務の内容についての

相談に当たるため、付随する未支払給付金（障害）も法定受託事務に該当します。

国民年金
市町村事務処理基準
第20条

法定受託事務

未支給年金・未支払給付金の
給付について

未支給年金・未支払給付金の給付について関する相談は法定受託事務以外の内容について
の相談に該当します。区分けについては協力・連携事務となります。

国民年金、年金生活者支援
給付金それぞれにおいて
「来訪相談件数」に該当し
ます。

協力・連携事務

未支給年金・未支払給付金（障害・遺族・寡婦） → 法定受託事務
未支給年金・未支払給付金（老齢） → 協力・連携事務
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4-2 未支給年金・未支払給付金請求書、死亡届の提出（障害）（シーン毎事務区分の整理）

事務の内容

年金事務所等への書類の回送

備考

障害基礎年金に係る未支給年金・未支払給付金請求書の年

金事務所等への回送は、法定受託事務の申請書等の回送に

当たるため法定受託事務に該当します。

（国民年金市町村事務処理基準第24条）

事務の区分

法定受託事務

主として受給している年金が障害年金の場合の申請書の回送は法定受託事務となります。
遺族年金、寡婦年金の場合も同様です。
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事 務 区 分 の 整 理 （ ま と め ）
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4-2 未支給年金・未支払給付金請求書、死亡届の提出（障害）（事務区分の整理（まとめ））

事務内容 説明 備考 事務の区分け

①
未支給年金・未支払給付金
請求の案内

今回主として受給しているのは障害基礎年金で未支給年金（障害）〔6350〕は

法定受託事務に該当します。よって、今回の相談は法定受託事務の内容についての

相談に当たるため、付随する未支払給付金（障害）も法定受託事務に該当します。

国民年金
市町村事務処理基準
第20条

法定受託事務

②
未支給年金・未支払給付金の
給付について

未支給年金・未支払給付金の給付について関する相談は法定受託事務以外の内容についての

相談に該当します。 協力・連携編スライド

P28～P32 
（国民年金）

P59～P60
（年金生活者支援給付金）

協力・連携事務

③ 年金事務所等への書類の回送
障害基礎年金に係る未支給年金・未支払給付金請求書の年金事務所等への回送は、

法定受託事務の申請書等の回送に当たるため法定受託事務に該当します。

国民年金
市町村事務処理基準
第24条

法定受託事務

未支給年金（障害）
〔6350〕

市町村において行われる業務や年金制度の周知に関する相談（国民年金）
「来訪相談件数」に該当します。

未支払給付金（障害）
年金生活者支援給付金の制度・手続に関する相談（年金生活者支援給付金）
「来訪相談件数」に該当します。

 事例にはありませんが、前頁のように遺族基礎年金、寡婦年金の未支給年金・未支払給付金の請求についても
障害基礎年金と同様の事務区分となり法定受託事務として整理されます。
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５ 老 齢 年 金 請 求 の 手 続 き
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I
さ
ん

来
庁
者

老齢年金請求の手続きをしたい！ 年金生活者支援給付金の請求も併せてお願いします。 A
さ
ん

国
民
年
金
窓
口

① 老齢基礎年金の請求
① 手続きの説明、請求書の記載方法の説明

（国民年金）

② 年金生活者支援給付金の請求
② 手続きの説明、請求書の記載方法の説明

 （年金生活者支援給付金）

③ 年金の支払時期について ③ 支払時期の案内

５ 老齢年金請求の手続き

Iさんは老齢基礎年金の請求書が届いたので、年金請求のため市役所を訪れた。

上記の①～③のやり取りが法定受託事務になるのか？
それとも、協力・連携事務になるのか？考えてみましょう。
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窓 口 対 応 の 一 連 の 流 れ
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５ 老齢年金請求の手続き

こんにちは、本日はどのような

ご用件でいらっしゃいましたか？

老齢基礎年金の請求書が届いたので、

年金を受け取るための手続きにきました。

分かりました。それでは請求手続きに

ついてご説明いたします。

（書類記入方法について説明）
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５ 老齢年金請求の手続き

こちらで老齢基礎年金の請求手続きは完了です。

年金生活者支援給付金の請求も

併せてお願いします。

年金生活者支援給付金って何ですか？

年金生活者支援給付金は･･･

（制度についての説明）

そんな制度があるのですね。
では一緒に請求します。
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75

５ 老齢年金請求の手続き

それでは、こちらの年金生活者支援給付金
請求書に記入をお願いします。

（請求書の記入方法の説明）

（記入完了）

ちなみに、老齢基礎年金と
年金生活者支援給付金って
いつ振り込まれるのでしょうか？

老齢基礎年金は偶数月の15日に前々月分と
前月分の２ヶ月分を振り込みます。
給付金も同じ日に振り込まれます。



シ ー ン 毎 事 務 区 分 の 整 理
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５ 老齢年金請求の手続き（シーン毎事務区分の整理）

事務の内容

手続きの説明、請求書の記載方法の説明（国民年金）

備考

請求手続きや書類の記入方法についての説明は

法定受託事務に該当します。

（国民年金市町村事務処理基準第21条）

事務の区分

法定受託事務

国民年金の手続きの説明や請求書の記載方法についての説明は法定受託事務です。
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事務内容 説明 備考 事務の区分け

手続きの説明、
請求書の記載方法の説明

（年金生活者支援給付金）
請求手続きや書類の記入方法についての説明は法定受託事務に該当します。

年金生活者支援給付金
市町村事務処理基準第６条

法定受託事務

５ 老齢年金請求の手続き（シーン毎事務区分の整理）

年金生活者支援給付金の手続きの説明や請求書の記載方法についての説明は法定受託事務です。

78



５ 老齢年金請求の手続き（シーン毎事務区分の整理）

事務の内容

支払時期の案内

備考

支払日についての相談は法定受託事務以外の内容について

の相談に当たるため、国民年金、年金生活者支援給付金

それぞれの協力・連携事務に該当します。

（「来訪相談件数」として計上可能）

事務の区分

協力・連携事務

支払日についての相談は協力・連携事務です。また、国民年金、年金生活者支援給付金それぞれ、
協力・連携事務の「来訪相談件数」に計上可能です。
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事 務 区 分 の 整 理 （ ま と め ）
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５ 老齢年金請求の手続き（事務区分の整理（まとめ））

事務内容 説明 備考 事務の区分け

①
手続きの説明、
請求書の記載方法の説明

（国民年金）
請求手続きや書類の記入方法についての説明は法定受託事務に該当します。

国民年金
市町村事務処理基準
第2１条

法定受託事務

②
手続きの説明、
請求書の記載方法の説明

（年金生活者支援給付金）
年金生活者支援給付金制度や書類の記入方法についての説明は法定受託事務に該当します。

年金生活者支援給付金
市町村事務処理基準
第６条

法定受託事務

② 支払時期の案内

支払日についての相談は法定受託事務以外の内容についての相談に当たるため、

国民年金、年金生活者支援給付金それぞれの協力・連携事務に該当します。 協力・連携編スライド

P28～P32 
（国民年金）

P59～P60
（年金生活者支援給付金）

協力・連携事務
老齢基礎年金

市町村において行われる業務や年金制度の周知に関する相談（国民年金）
「来訪相談件数」に該当します。

老齢年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金の制度・手続に関する相談（年金生活者支援給付金）
「来訪相談件数」に該当します。
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６ 基礎年金番号通知書再交付申請の手続き

82



J
さ
ん

来
庁
者

年金手帳をなくして大変だ！年金手帳を再発行して欲しい。 基礎年金番号通知書を再発行します。 A
さ
ん

国
民
年
金
窓
口

① 年金手帳再交付の手続き ① 年金手帳廃止に伴う基礎年金番号通知書の案内

② 国民年金被保険者関係届書の記載

（基礎年金番号通知書再交付申請欄）

② 年金事務所等への書類の回送

（国民年金被保険者関係届書）

６ 基礎年金番号通知書再交付申請の手続き

Jさんは年金手帳をなくしたので再交付のため市役所を訪れた。

上記の①～②のやり取りが法定受託事務になるのか？
それとも、協力・連携事務になるのか？考えてみましょう。
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窓 口 対 応 の 一 連 の 流 れ
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６ 基礎年金番号通知書再交付申請の手続き

こんにちは、本日はどのような

ご用件でいらっしゃいましたか？

年金手帳をなくしてしまい、
再交付をお願いしたいのですが・・・

年金手帳は廃止されて、
現在は基礎年金番号通知書となっています。
基礎年金番号通知書とは・・・

（基礎年金番号通知書についての説明）

そうなのですね、
その基礎年金番号通知書の
再交付申請はここでできますか？
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６ 基礎年金番号通知書再交付申請の手続き

はい、できます。それでは、こちらの
国民年金被保険者関係届書の
基礎年金番号通知書再交付申請欄に
記入をお願いします。

・
・
・

（届書記載）

書きました。

（届書記載終了）
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87

６ 基礎年金番号通知書再交付申請の手続き

（届書内容確認）

ありがとうございます。

それではお預かりします。

その後、職員Aさんは、管轄の年金事務所宛に

国民年金被保険者関係届書を回送しました。



シ ー ン 毎 事 務 区 分 の 整 理
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６ 基礎年金番号通知書再交付申請の手続き（シーン毎事務区分の整理）

事務内容 説明 備考 事務の区分け

年金手帳廃止に伴う
基礎年金番号通知書の案内

基礎年金番号通知書に関する説明は法定受託事務以外の

内容についての相談なので、協力・連携事務となります。

※基礎年金番号再交付申請については、国民年金被保険者関係届書が申請書

となり、基礎年金番号通知書再交付申請欄に記入します。

市町村において行われる業務や
年金制度の周知に関する相談
「来訪相談件数」に該当します。

協力・連携事務

国民年金手帳が廃止されていない時は「手帳の再交付」は法定受託事務でしたが、
現在は「基礎年金番号通知書を再発行」するという内容で協力・連携事務として整理されています。
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６ 基礎年金番号通知書再交付申請の手続き（シーン毎事務区分の整理）

事務の内容

年金事務所への書類の回送（国民年金被保険者関係届書)

備考

国民年金被保険者関係届書の基礎年金番号通知書再交付

申請の回送は法定受託事務以外の書類の回送に当たるため、

「法定受託事務以外の各種申請書及び届書等の回送」に

該当します。また、国民年金被保険者関係届書は内容に

よって以下のように事務区分が変わるため注意が必要です。

事務の区分

協力・連携事務

国民年金被保険者関係届出書は内容によって事務区分が変わるため、
年金事務所への回送時には注意が必要です。

法定受託事務 種別変更や資格喪失届等

協力・連携事務 基礎年金番号再交付申請書
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事 務 区 分 の 整 理 （ ま と め ）
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６ 基礎年金番号通知書再交付申請の手続き（事務区分の整理（まとめ））

事務内容 説明 備考 事務の区分け

①
年金手帳廃止に伴う
基礎年金番号通知書の案内

基礎年金番号通知書に関する説明は法定受託事務以外の内容についての相談なので、

市町村において行われる業務や年金制度の周知に関する相談

「来訪相談件数」に該当します。

協力・連携編スライド

P28～P32 協力・連携事務

②
年金事務所等への書類の回送

（国民年金被保険者関係届書）

国民年金被保険者関係届書の基礎年金番号通知書再交付申請の回送は

法定受託事務以外の書類の回送に当たるため、

「法定受託事務以外の各種申請書及び届書等の回送」に該当します。

協力・連携編スライド

P38 協力・連携事務

国民年金被保険者関係届書は記載内容によって事務区分が変わります。

法定受託事務 種別変更や資格喪失届等

協力・連携事務 基礎年金番号再交付申請書
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７ 窓 口 装 置 を 用 い た 制 度 周 知 、 来 訪 相 談
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K
さ
ん

来
庁
者

これまでの年金記録を確認したい。 年金記録を交付します。
A
さ
ん

国
民
年
金
窓
口

① 年金記録の確認について ① 年金記録の交付

② 将来の年金受給額について ② 将来の年金受給額の説明

７ 窓口装置を用いた制度周知、来訪相談

Kさんは、これまでの年金記録を確認するため、市役所を訪れた。

上記の①～②のやり取りが法定受託事務になるのか？
それとも、協力・連携事務になるのか？考えてみましょう。
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窓 口 対 応 の 一 連 の 流 れ
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７ 窓口装置を用いた制度周知、来訪相談

こんにちは、本日はどのような

ご用件でいらっしゃいましたか？

これまでの年金記録を確認したくて来ました。

また、将来どれくらいの年金が受給できるか
確認したいのですが・・・
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７ 窓口装置を用いた制度周知、来訪相談

かしこまりました。年金記録をお調べしま

す。基礎年金番号がわかるものはお持ちで

すか？

基礎年金番号通知書を持ってきました。

（本人確認）では、お調べしますね。
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７ 窓口装置を用いた制度周知、来訪相談

こちらが年金記録になりますので

交付いたします。

（年金記録の交付）

将来、どれくらいの年金を受給できるの
でしょうか？

将来の年金額は、現時点の
見込みの額にはなりますが・・・
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７ 窓口装置を用いた制度周知、来訪相談

なるほど。ありがとうございます。

お渡しした年金記録については、
忘れずにお持ち帰りくださいね。
またいつでもお立ち寄りください。
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シ ー ン 毎 事 務 区 分 の 整 理
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７ 窓口装置を用いた制度周知、来訪相談（シーン毎事務区分の整理）

事務内容 説明 備考 事務の区分け

年金記録の交付

年金記録の交付は、法定受託事務以外の内容についての相談なので、

協力・連携事務に該当します。

※来庁者に記録を開示するだけでは「被保険者名簿等の交付」

には該当しません。記録の交付が条件となります。

市町村において行われる業務や
年金制度の周知に関する相談 
「被保険者名簿等の交付」に
該当します。

協力・連携事務

来庁者に記録を開示するだけでは被保険者名簿等の交付」には該当しません。

記録の交付が条件となります。
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７ 窓口装置を用いた制度周知、来訪相談（シーン毎事務区分の整理）

事務内容 説明 備考 事務の区分け

将来の年金受給額の説明
将来の年金受給額の説明については法定受託事務以外の相談なので、

協力・連携事務に該当します。

市町村において行われる業務や年金制度の周知
に関する相談 「来訪相談件数」に該当します。

協力・連携事務

今回の事例は、年金記録を交付したうえで、相談に応じているので、
「被保険者名簿等の交付」にも計上できます。
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事 務 区 分 の 整 理 （ ま と め ）
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７ 窓口装置を用いた制度周知、来訪相談（事務区分の整理（まとめ））

事務内容 説明 備考 事務の区分け

① 年金記録の交付

年金記録の交付は、法定受託事務以外の内容についての相談なので、

市町村において行われる業務や年金制度の周知に関する相談 

「被保険者名簿等の交付」に該当します。

※来庁者に記録を開示するだけでは「被保険者名簿等の交付」には該当しません。

 記録の交付が条件となります。

協力・連携編スライド

P31 協力・連携事務

② 将来の年金受給額の説明

将来の年金受給額の説明については法定受託事務以外の相談なので、

市町村において行われる業務や年金制度の周知に関する相談 

「来訪相談件数」に該当します。

協力・連携編スライド

P28～P32 協力・連携事務

今回の事例では、来庁者に年金記録を交付した上で、将来の年金受給額の相談に応じていますので、
以下の２件に計上できます。年金記録を交付せずに、年金記録を見ながら相談に応じた場合は、
相談のみの件数計上となりますのでご注意ください。

<市町村において行われる業務や年金制度の周知に関する相談 【被保険者名簿等の交付】 （協力・連携編P31）>

 <市町村において行われる業務や年金制度の周知に関する相談 【来訪相談件数】 （協力・連携編P28～P32）>
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